
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、上記事項につきましては、書面交付請求をい

ただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電

子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第37回定時株主総会資料

電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく

書面交付請求による交付書面に記載しない事項

計算書類の個別注記表
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社オートウェーブ



有形固定資産（リース資産

を除く）……………………定率法

無形固定資産（リース資産

を除く）……………………定額法

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品………………主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物については、定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金…………………債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおり

であります。

　当社は、車関連用品・部品・車両販売等を行う「車関連事業」、冷凍食品・加工食品

の販売を行う「業務スーパー事業」を主に事業活動を展開しており、顧客に対して商品

等の販売及び自動車整備等のサービス提供をおこなっております。

イ.商品等の販売（車関連事業・業務スーパー事業）

　顧客に商品を引き渡した時点で支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断

し、商品の引渡時点で収益を認識しております。

ロ.自動車整備等のサービスの提供（車関連事業）

　サービスの提供が完了した時点で支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断

し、サービスの提供完了時点で収益を認識しております。
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有形固定資産 4,634,057千円

無形固定資産 40,079千円

減損損失 13,765千円

建物 88,721千円

土地 2,454,586千円

計 2,543,307千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,501,151千円

２. 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　当社は、固定資産の減損の検討にあたって、原則として各店舗を基本単位として資産のグ

ルーピングを行っており、処分が決定された資産や遊休資産は物件単位で資産のグルーピン

グを行っております。

　収益性の低下や土地・建物等の時価の下落等により減損の兆候があると認められる場合に

は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較する

ことによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・

フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能

価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額）まで減額し、当該帳簿価額の減少額

は減損損失として認識します。

　当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、翌期予算を基礎とし

ており、安定した営業収益の計上、将来の修繕計画及び主要な資産の今後の使用見込み等を

主要な仮定としております。これらの仮定は不確実性を伴い、今後の経過によっては翌事業

年度の計算書類等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

３. 会計上の見積りの変更に関する注記

資産除去債務の見積りの変更

　当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資

産除去債務について、店舗等の退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入

手に伴い、見積りの変更を行いました。

　この見積りの変更による増加額138百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しておりま

す。

　なお、当該見積りの変更による損益計算書への影響は軽微であります。

４. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　上記の物件は、借入金1,380,000千円の担保に供しております。
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当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 14,451,000株 －株 －株 14,451,000株

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 211株 －株 －株 211株

決 議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基 準 日 効 力 発 生 日

2025年６月20日
定 時 株 主 総 会

普通株式 43,352 ３ 2025年３月31日 2025年６月23日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2026年６月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 57,803 ４ 2026年３月31日 2026年６月29日

(3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

(4) 財務制限条項

　当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン

契約を締結しております。この契約には、計算書類における貸借対照表上の純資産の部や損

益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付

加されております。

　なお、当事業年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は短期借入金500,000

千円、１年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金680,000千円となっておりま

す。

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1)敷金及び保証金 882,725 713,534 △169,191

　資産計 882,725 713,534 △169,191

(2)長期預り敷金保証金 404,580 386,603 △17,976

(3)長期借入金 880,000 880,023 23

　負債計 1,284,580 1,266,626 △17,953

６. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入によ

り資金を調達しております。

営業債権である売掛金はそのほとんどがクレジット会社に対するものであります。営業

債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。借入金の使途は

運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。

当社は、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

（注）「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払法

人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似するものであることから、記載を省略しております。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時

価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル

に時価を分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 713,534 － 713,534

資産計 － 713,534 － 713,534

長期預り敷金保証金 － 386,603 － 386,603

長期借入金 － 880,023 － 880,023

負債計 － 1,266,626 － 1,266,626

　貸借対照表計上額（千円） 時価

（千円）当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

1,987,337 △78,767 1,908,569 837,384

賃貸収益

（千円）

賃貸費用

（千円）

差額

（千円）

その他

（千円）

賃貸等不動産 721,931 535,012 186,919 －

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

７. 賃貸等不動産に関する注記

当社では、千葉市及び横浜市等において、当社店舗の一部（土地を含む）や、店舗敷地

内に所有するテナント用ビルを賃貸しております。2026年３月期における当該賃貸等不動

産に関する賃貸損益は186,919千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）で

あります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとお

りであります。

１. 当事業年度増減額のうち、主な減少額は減価償却（78,767千円）であります。

２. 当事業年度末の時価は、主要な物件については不動産鑑定士による「不動産鑑定評

価基準」に基づく金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

また、賃貸等不動産に関する2026年３月期における損益は、次のとおりであります。
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繰延税金資産 金額（千円）

　貸倒引当金繰入超過額 184

　未払事業税及び未払事業所税 10,073

　繰延利益 90,842

　減損損失 2,741

　商品評価損 1,229

　株式評価損 3,511

　未払賞与 2,839

　資産除去債務 195,040

　その他 265

　繰延税金資産小計 306,727

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △6,240

　評価性引当金小計 △6,240

　繰延税金資産合計 300,487

繰延税金負債

　資産除去債務 △82,529

　その他 △3,762

　繰延税金負債合計 △86,291

　繰延税金資産の純額 214,195

報告セグメント

車関連事業 業務スーパー事業 合計

顧客との契約から

生じる収益 5,833,407 3,186,694 9,020,101

その他の収益 815,718 － 815,718

外部顧客への売上高 6,649,126 3,186,694 9,835,820

８. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
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当事業年度（千円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 272,407

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 271,756

契約負債（期首残高） 406,247

契約負債（期末残高） 435,249

(1) １株当たり純資産額 314円00銭

(2) １株当たり当期純利益 30円56銭

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

１.重要な会計方針に係る事項に関する注記「(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

以　上
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